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■提案概要 No.1-29 

提案名 UR 賃貸住宅「西ヶ原一丁目」 部 門 住宅の新築 

提案者 独立行政法人都市再生機構 種 別 個別提案 

構 造 ＲＣ造 建て方 共同住宅 

概 要 東京都北区に建設される共同住宅（賃貸）に関する提案。 

■概  評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■提案の基本的考え方 

○ 今回の UR 賃貸住宅「西ヶ原一丁目」は、国が進めている「長期優良住宅（200 年住宅）」の趣旨に鑑み、こ

れまで蓄積してきた機構型スケルトン・インフィル住宅（KSI 住宅）*のノウハウに加え、より耐震性や将

来の可変性や更新性に配慮した設計を具体化し、「超長期住宅先導的モデル事業」に沿うものとして供給。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、 

① KSI 住宅の仕様に加え、さらに「先導的住宅モデル事業」に相応しい、耐震性、更新性等を有したものと

する。 

② UR 都市機構が単一オーナーの賃貸住宅であることから、一部の住宅については、将来の市場動向に合わせ

て、2戸 1化や 3戸 2化等の住宅規模にも可変性を持たせた計画とする。 

③ 老朽化した賃貸住宅団地等の再生事業として、従前居住者の方々のコミュニティを維持できるように移転

計画に配慮する等はもちろん、従前の街の記憶を次世代へ継承できるよう「西ヶ原貝塚」や豊かな既存樹

の保存等も行うなど、街並み景観の維持に寄与した計画とする。 

④ 地区の周辺が、木造密集地域であることから、所管行政庁の要望等を踏まえ、周辺の広域避難場所に至る

避難路の整備について、道路の拡幅や団地内通路の一体化等により併せて行い、超長期に住まい続けられ

る街としての防災性の向上にも寄与した計画とする。 

⑤ さらに、UR 都市機構が自ら住宅等を建設する部分だけでなく、民間事業者による住宅建設予定地において

も、その連続的景観が継承されるよう「景観ガイドライン」を策定、計画条件にする等により担保する。

等を盛込んだ計画としている。 

 

■ 提案内容 

１．UR 賃貸住宅「西ヶ原一丁目」の概要 
① 所在地：東京都北区西ヶ原一丁目 

② 交 通：東京メトロ「西ヶ原」徒歩 2 分、JR 京浜東北線「上中里」徒歩 5分 

③ 建物概要等： 

平成 20 年 11 月着工、平成 22 年 3月入居予定 

地上 7階建、1 棟、賃貸住宅 68 戸（1K 約 43 ㎡～3LDK 約 76 ㎡） 

共用部の排水管の取り替え容易性、将来の住戸規模や間取りの可変性の確保など細かい配慮など公的

住宅供給事業者の技術的蓄積等を踏まえた上での提案となっていることを評価した。また、貝塚の保

存や街区全体のデザインガイドラインの策定など景観にも一定の配慮を行っている。 

*KSI 住宅（機構型スケルトン・インフィル住宅） 

「循環型社会に相応しい長期耐用型の建物」、「居住者の生活スタイルの変化に対応」、「サスティナブル

で質の高い街なみの形成」などのため、 

① 長期耐久性を目指した構造躯体 

② 小梁のない大型一枚床板（可変性の高い室内空間を確保） 

③ 排水共用たて管を住戸外に設置（維持管理性の向上と将来の可変性を確保） 

④ 電気配線を躯体から分離（躯体性能の向上と将来の可変性を確保） 

を設計要件として、経済性＋汎用性＋実用性を考慮し計画したもの。 

UR 都市機構では、H10 年度から試験的に実施、技術的・経済的な試行を重ね、H13 年度からはその仕様

等を標準化、全国の超高層住宅と都心 23 区の住宅について標準的に採り入れており、その供給実績は、

約 40 地区 1万 4千戸を越えた。 
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２．UR 賃貸住宅「西ヶ原一丁目」におけるおもな先導的提案内容一覧（抜粋） 

提案項目 提案概要 

ア．構造躯体の耐久性 住宅性能表示の劣化対策等級３を確保 

イ．住宅の耐震性 住宅性能表示の耐震等級２を確保 

ウ．内装・設備の維持管理の容易性 

住宅性能表示の維持管理対策等級３を確保 

・ 排水共用たて管の住戸外設置方式の採用による維持管理容

易性と間取り可変性の確保 （３．‐①） 

・ 排水共用たて管の取替えユニットシステム（３．‐②、図①）の採

用による維持管理容易性と更新容易性の確保 

エ．変化に対応できる良質な居住空間 

住宅性能表示の更新対策等級３（共用排水管）を確保 

・ 大型一枚床板の採用 

・ 排水ヘッダーと緩勾配排水方式の採用 

・ 躯体分離配線方式・直天井配線システム（テープケーブル）の

採用（３．‐③、図②） 

・ 一部住宅における隣接住戸間耐震壁の開口部設置（当面は

乾式遮音壁により閉塞）による住宅規模可変性の確保（３．-

④、図③） 

オ．超長期に利

用される躯

体において、

対応してお

くべき性能 

省エネルギー対策 住宅性能表示の省エネルギー等級４を確保 

３．先導的提案内容の概要 

① 排水共用たて管の住戸外設置による維持管理容易性と間取り可変性の確保 
・ 西ヶ原一丁目では、共用廊下のＭＢに排水共用立て管を設置、メンテナンスや更新時、基本的には住戸内

へ入る必要がなく、また、間取り変更の自由度も高く、工期短縮が図れる。 

 

② 排 水共用たて管の取替えユニットシステム採用による維持管理容易性と更新容易性の確保（図①） 
・ 共用廊下のＭＢに設置された排水共用立て管（鋳鉄管）の取替え（概ね 30 年～60 年程度）についても、取

替えジョイントの採用により、コンクリート躯体をはつることなく取替えることを可能とした。 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図① 排 水共用たて管の取替えユニットシステム 

システムユニット

図② テープケーブル概要 
図② テープケーブル概要 



3－82 
 

 

 

 

③ 躯体分離配線方式・直天井配線システム（テープケーブル）の採用による間取りの可変性確保（図②） 
・ コンクリートの躯体に電気配管が埋め込まず、直天井配線システムを採用。これは、躯体完成時に「テー

プケーブル」を躯体表面に貼付け、自由に配線可。間取り変更時もプランに応じた照明位置の設定が可能。

・ また、この方法の採用により、一定の室内天井高さを確保しながら階高を抑えることができる。 

 

④ 一部住宅における隣接住戸間耐震壁の開口部設置による住宅規模可変性の確保（図③） 
・ 一部の住宅については、将来の市場動向に合わせて、2 戸 1化や 3戸 2化等の住宅規模の可変性を持たせ

るため、隣接住戸間の耐震壁に、構造上許される部分において、扉１枚分相当の 開口部を設けた。 

・ これにより、将来、その部分を扉にすること等により、隣戸への行き来が可能になるというものである。

 

 

 

     
 

⑤ 「景観ガイドライン」策定等による街並み景観の担保（図④） 
・ 従前の街の記憶を次世代へ継承できるよう「西ヶ原貝塚」や豊かな既存樹の保存等も行うなど、街並み景

観の維持に寄与させるものとし、また、地区の周辺が、木造密集地域であることから、所管行政庁の要望

等を踏まえ、周辺の広域避難場所に至る避難路の整備について、道路の拡幅や団地内通路の一体化等によ

り併せて行い、超長期に住まい続けられる街としての防災性の向上にも寄与した計画とする。 
・ さらに、UR 都市機構が自ら住宅等を建設する部分だけでなく、民間事業者による住宅建設予定地におい

ても、その連続的景観が継承されるよう「景観ガイドライン」を策定、計画条件にする等により担保。 
 

    

■提案者からのコメント 

今回の提案は、UR 都市機構が従来から取組んできている KSI 住宅をベースとして、超長期住宅としての技術

的要素を付加したものである。 

ハード的要素として 初にきちんとしたものを建設・実現させることは言うまでもないが、数十年後さらに、

その後になっても評価されるものとなっているように、ソフト的な要素である維持管理についてもしっかりと

取組んでいきたい。 

○この３スパンの住宅において、 

住戸間の規模可変性を確保 

○１～６階の３スパン合計１８戸 

○将来の市場動向やニーズ等に 

対応できるよう、（３戸２化等に 

より）２DK→３LDKなど、住宅の 

規模（面積）の可変性を担保 

開口部部分

図③ 隣接住戸間耐震壁の開口部設置 

図④ まちなみ景観の担保 

（貝塚広場 完成予想図） 
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